
審査受託料の額について 
 
 審査受託料は、消防法（昭和２３年７月２４日法律第１８６号）第１１条の３又は同法第１４条の３第３項の規定により市町村長等から特定屋外タ
ンク貯蔵所又は準特定屋外タンク貯蔵所に係る審査の委託を受けて行う審査の実施に要する費用であり、その額は以下のとおりである。 

第１ 特定屋外タンク貯蔵所（岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。）                         

審  査  受  託  料  の  額  
１千ｷﾛﾘｯﾄﾙ以上

５千ｷﾛﾘｯﾄﾙ未満

５千ｷﾛﾘｯﾄﾙ以上

１万ｷﾛﾘｯﾄﾙ未満

１万ｷﾛﾘｯﾄﾙ以上

５万ｷﾛﾘｯﾄﾙ未満

５万ｷﾛﾘｯﾄﾙ以上 

10万ｷﾛﾘｯﾄﾙ未満 

10万ｷﾛﾘｯﾄﾙ以上

20万ｷﾛﾘｯﾄﾙ未満

20万ｷﾛﾘｯﾄﾙ以上

30万ｷﾛﾘｯﾄﾙ未満

30万ｷﾛﾘｯﾄﾙ以上

40万ｷﾛﾘｯﾄﾙ未満
40万ｷﾛﾘｯﾄﾙ以上 

特定屋外タンク貯蔵所
（浮き屋根式特定屋外
タンク貯蔵所を除く。）
に係る審査 

810,000円 981,000円 1,089,000円 1,386,000円 1,620,000円 3,807,000円 5,031,000円 6,219,000円 (1)許可申 
請に係る 
審査 浮き屋根式特定屋

外タンク貯蔵所に
係る審査 

1,107,000円 1,314,000円 1,467,000円 1,809,000円 2,097,000円 4,284,000円 5,508,000円 6,696,000円 

基礎及び地盤に
係る審査 405,000円 531,000円 693,000円 909,000円 1,026,000円 1,584,000円 1,800,000円 2,007,000円 

(2)完成検 
 査前検査 
 申請に係 
る審査 

溶接部に係る審
査 486,000円 621,000円 936,000円 1,296,000円 1,629,000円 3,141,000円 3,852,000円 4,401,000円 

底部の板の厚さ及び 
溶接部に係る審査 ─ ─ 750,500円 959,500円 1,206,500円 2,954,500円 3,619,500円 4,180,000円 

溶接部に係る審
査 ─ ─ 711,000円 909,000円 1,143,000円 2,799,000円 3,429,000円 3,960,000円 

(3)定期保 
安検査申 
請に係る 
審査 底部の板の厚さ

に係る審査 ─ ─ 316,000円 404,000円 508,000円 1,244,000円 1,524,000円 1,760,000円 

底部の板の厚さ及び 
溶接部に係る審査 323,000円 427,500円 750,500円 959,500円 1,206,500円 2,954,500円 3,619,500円 4,180,000円 

溶接部に係る審
査 306,000円 405,000円 711,000円 909,000円 1,143,000円 2,799,000円 3,429,000円 3,960,000円 

(4)臨時保 
安検査申 
請に係る 
審査 底部の板の厚さ

に係る審査 136,000円 180,000円 316,000円 404,000円 508,000円 1,244,000円 1,524,000円 1,760,000円 

「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」とは、浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則（昭和34年総理府令第55号）第20条の４第２項第３号に定

める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所をいう。 

 
第２ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所                                                       

 

 

 

 

 

 

 

審 査 受 託 料 の 額  

40万ｷﾛﾘｯﾄﾙ未満 
40万ｷﾛﾘｯﾄﾙ以上 

50万ｷﾛﾘｯﾄﾙ未満 
50万ｷﾛﾘｯﾄﾙ以上 

(1) 許可申請に係る審査 5,688,000円 7,173,000円 10,620,000円

(2) 完成検査前検査申請に係る審査 9,000,000円 12,240,000円 16,830,000円

(3) 定期保安検査申請に係る審査及び 
臨時保安検査申請に係る審査 2,628,000円 3,150,000円 4,734,000円

審査の区分 審査受託料の額

許可申請に係る審査 522,000円

第３ 準特定屋外タンク貯蔵所（岩盤タン
クに係る屋外タンク貯蔵所を除く。） 

審 査 の 区 分 

審査受託料 
容   量 

（備考）１ 審査受託料の額には、消費税及び地方消費税額を含む。 
    ２ 第 1及び第 2 の容量の表示は、屋外タンク貯蔵所の危険物の貯蔵最大数量をいう。 
    ３ 変更の許可申請に係る審査の受託料は、第 1の(1)の項、第 2の(1)の項及び第 3の区分に従い、それぞれ当該受託料の額の 2分の 1の額とする。 
    ４ 変更の許可に係る完成検査前検査申請に係る審査の受託料は、第 1の(2)の項及び第 2の(2)の項の区分に従い、それぞれ当該受託料の額の 2 分の 1の額とする。 

審査の区分 

審査受託料 
容 量 


